
（４）　土地の取得価格段階別に関する調 （単位：件，千円）

件数 取得価格 件数 取得価格 件数 取得価格 件数 取得価格

住 宅 用 宅 地 - - 10 1,204 7 1,101 2,394 2,328,520

上記以外の宅地 819 30,045 142 16,315 283 47,904 5,464 4,452,276

農 地 1,948 75,210 382 43,193 420 68,741 1,214 539,473

山 林 1,152 31,657 109 12,276 121 19,707 257 126,717

そ の 他 498 7,740 13 1,511 15 2,290 48 26,810

計 4,417 144,652 656 74,499 846 139,743 9,377 7,473,796

件数 取得価格 件数 取得価格 件数 取得価格 件数 取得価格

住 宅 用 宅 地 1,178 2,053,550 3,924 12,127,735 662 4,209,114 92 1,233,141

上記以外の宅地 1,431 2,491,808 4,864 15,591,907 1,667 11,305,999 686 9,551,340

農 地 25 44,224 21 55,851 2 13,816 - -

山 林 13 22,360 17 53,702 7 49,241 3 39,775

そ の 他 7 11,930 7 21,912 3 20,057 - -

計 2,654 4,623,872 8,833 27,851,107 2,341 15,598,227 781 10,824,256

件数 取得価格 件数 取得価格

住 宅 用 宅 地 20 927,424 8,287 22,881,789

上記以外の宅地 505 28,385,234 15,861 71,872,828

農 地 - - 4,012 840,508

山 林 1 20,526 1,680 375,961

そ の 他 11 515,617 602 607,867

計 537 29,848,801 30,442 96,578,953

（注）　１　取得価格とは，法附則第11条の5第1項の規定を適用した後の額である。

　　　　２　この調は，前（３）表の①，②及び③に記載したものをその取得価格段階別に区分したものである。

　○事務所別内訳 　　　（単位：件，千円）

 20万円を超え

 150万円以下のもの

 200万円を超え

 500万円以下のもの

 13万円を超え

 20万円以下のもの

 500万円を超え

 1,000万円以下のもの

 1,000万円を超え

 2,000万円以下のもの

 2,000万円を超えるもの 合　　　　計

区 分

区 分

区 分

 10万円未満のもの
 10万円以上

 13万円以下のもの

 150万円を超え

 200万円以下のもの

件　数 調定額 件　数 調定額 件　数 調定額 件　数 調定額

大 河 原 280 80,970 505 77,873 1,765 103,091 2,550 261,934

仙 台 南 632 297,169 1,333 243,829 4,043 403,842 6,008 944,840

仙 台 中 央 502 424,771 1,404 726,483 2,145 559,650 4,051 1,710,904

仙 台 北 963 610,100 2,496 672,241 5,243 679,424 8,702 1,961,765

塩 釜 191 68,363 512 80,246 1,362 119,921 2,065 268,530

北 部 575 255,424 549 76,880 1,802 122,279 2,926 454,583

栗 原 125 46,851 178 27,565 709 29,462 1,012 103,878

東 部 508 230,880 407 67,167 1,817 140,054 2,732 438,101

登 米 151 32,664 126 11,376 619 23,568 896 67,608

気 仙 沼 226 69,441 143 7,792 548 27,878 917 105,111

計 4,153 2,116,633 7,653 1,991,452 20,053 2,209,169 31,859 6,317,254

計
区 分

建　　築　　分
承　　継　　分

家　　屋 土　　地


